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「 労務管理・ 安全衛生管理について」        

川崎北労働基準監督署 

                       第二方面 主任監督官 小山 知也 

１ はじめに 

  本日、労務管理と安全衛生管理についてお話しする主な内容は 

    ・  労務管理・ 労働条件に関することとして、労働条件の明示、労働時間、時間

外労働、賃金、割増賃金、訪問介護労働者に関する留意事項について 

    ・  安全衛生管理に関することとして、過重労働による健康障害防止、腰痛予防、

転倒災害防止について 

 となりますが、本題に入る前に、次のデータをご覧いただきたいと思います。 

(1) 労働基準監督署における調査（ 監督指導）の結果について 

   労働基準監督署では、様々 な業種の事業場を対象として、労働条件や労務管理や、

労働安全衛生に関する調査（ 監督指導） を実施しています。 

   ここでは、社会福祉施設の事業場に対して当署が実施した監督指導の結果について

ご紹介します。 

   そこから社会福祉施設の事業場における労務管理や安全衛生管理のポイントや課題

なども見えてくるのではないかと思われます。 

 当署で、平成28年度の１年間と、平成29年度に入ってから８月末までに実施 

   した社会福祉施設の事業場に対する監督指導の件数の合計は、54件です。 

 その監督指導の結果、指摘を行った主な法違反は次のとおりでした。 

… … …（ 以下、労基法 労働基準法、安衛法 労働安全衛生法、安衛則 労働安全衛生規則）  

   ・  労働時間に関する法違反（ 労基法第32条）  23件 

      具体的には、 ３６協定（ 時間外労働・休日労働に関する労使協定）の締結・

 36届出を行っていないのに時間外労働を行わせていること、 協定で定める

範囲を超えて労働させていることであり、この法違反が最も多くなっていま

す。 

   ・  定期健康診断関係の法違反 22件 

      具体的には次のような内容です。 

１年に１回の定期健康診断を実施していないこと 

  （ 安衛法第66条第１項（ 安衛則第44条第１項））  

33



深夜業従事者に対して６か月に１回の定期健康診断を実施していな

いこと （ 安衛法第66条第１項（ 安衛則第45条第１項））  

健康診断個人票を作成していないこと 

  （ 安衛法第66条の３、第103条第１項（ 安衛則第51条））  

定期健康診断の結果に基づき医師の意見を聴取していないこと 

  （ 安衛法第66条の４（ 安衛則第51条の２））  

   ・  時間外労働割増賃金に関する法違反（ 労基法第37条第１項）  13件 

      具体的には、 時間外労働割増賃金を全く支払っていないケースや、 計算

方法の誤りにより時間外労働割増賃金が不足しているケースがあります。 

   ・  賃金台帳に関する法違反（ 労基法第108条）  ９件 

      具体的には、賃金台帳に必要事項を記入していないものです。 

   ・  労働条件の明示に関する法違反（労基法第15条第1項）  ６件 

      具体的には、労働条件を明示する書面に必要事項の一部が記載されていない

ものです。 

(2) 労働基準監督署における相談の状況について 

   労働基準監督署には、労働に関して、労使双方から様々 な相談が寄せられています。 

   ここでは、当署における社会福祉施設の事業場に関する相談の状況についてご紹介

します。 （ 相談の段階で業種が社会福祉施設であると明らかになったものに限ります。）

 平成29年度の４月～８月における相談件数  106件 

  （ 内訳）  

   ・  労働者からの相談  76件 

   ・  使用者からの相談  20件 

   ・  その他       10件 

 平成28年度における相談件数  260件 

  （ 内訳）  

   ・  労働者からの相談  178件 

   ・  使用者からの相談  60件 

   ・  その他       22件 

 労働者からの相談では、定期賃金不払、いじめ・ 嫌がらせ、自己都合退職、年次

有給休暇、雇止め、時間外労働（賃金不払残業を含む）の相談が多くなっています。 

 使用者からの相談では、時間外労働、解雇予告、年次有給休暇、雇止めの相談が

多くなっています。 
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(3) 労働基準監督署における申告処理の状況について 

   労働者が事業場について労働基準関係法令に関する問題があると考える時に、労働

基準監督署に対して調査と指導を求める申立を行うことができ、これを申告と呼んで

います（ 労働基準法第104条）。 

   申告が行われると、労働基準監督署では申告に係る事実関係の確認の調査を行い、

その結果、法違反が認められれば、是正のための指導を行うことになります。 

   ここでは、当署における社会福祉施設の事業場に関するこのような申告処理の状況

についてご紹介します。 

 平成29年度の４月～８月における申告件数  ４件 

 平成28年度における申告件数        ８件 

 申告事項の内訳 （ １人で複数の内容を申告する場合もあるため、上記の合計件数とは一致しません）

・  一番多いのは定期賃金の不払で、計９件になります。 

・  次に多いのは時間外労働割増賃金の不払で、計２件になります。 

・  あとは、解雇予告手当の不払、解雇理由証明書の不交付、年次有給休暇の賃金

の不払、休業手当の不払が１件ずつです。 

２ 労働契約を結ぶ際の留意点について 

使用者と労働者との関係は、労働契約を結ぶところからスタートします。 

  そのため、どのような労働契約をどのように結ぶか、というのがとても重要になって

きます。 

  労働者の権利や立場を守るため、そして、労使間のトラブルを未然に防止するために、

労働契約を結ぶに当たって、労働基準法ではいくつかのルールが決められていますので、

労働契約を結ぶ際には、そのルールをきちんと守ることが必要です。 

  また、労働契約法という法律でも、労働契約に関する基本的事項が定められています。 

(1) 労働契約の基本的な考え方 

   契約とは、当事者の意思が合致することより成立するものですので、契約当事者の

意思が合致すること、つまり、契約当事者の合意により、契約を結んだり、契約内容

を変更したりすることができるものです。 

   労働者が使用者に雇われて仕事をする関係は労働契約の関係になりますので、労働

契約も契約である以上、契約当事者である使用者と労働者が、対等の立場で、合意に

基づいて、労働契約を結ぶことが必要です（ 労働契約法第３条）。 
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(2) 法違反の労働契約の効力について（ 労働基準法第13条）  

   労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分（労働

基準法で定める基準に達しない部分） については無効となり、その無効となった部分

は、労働基準法で定める基準によることになります。 

そのため、例えば、 

・  残業（ 時間外労働） を行っても残業代（時間外労働割増賃金）は支払わない 

・  年次有給休暇は与えない 

という内容の労働契約は、そこの部分は無効となり、労働基準法で定める内容が労

働契約の内容となりますので、 

 ・  残業を行わせれば、使用者は労働者に残業代を支払うことが必要となり、労

働者は使用者に残業代の支払を請求できる。 

    ・  ６か月間継続勤務し、その間の出勤率が８割以上という労働基準法上の要件

を満たせば、労働者は使用者に労働基準法で定められた日数の年次有給休暇を

請求でき、使用者は労働者に年次有給休暇を与える必要がある。 

  ということになります。 

(3) 労働条件の明示について（ 労働基準法第15条）  

   労働契約を結ぶ際には、労働者に対して、一定の重要な労働条件や契約内容につい

て、書面を交付して明示する必要があります。 

   労働者に対して書面を交付して明示する必要がある事項は次のとおりです。 

   労働条件や契約内容について労働者に書面を交付して明示することは、労働条件や

契約内容を明確にして、労使双方がその内容を正確・ 確実に認識して理解するために

必要なことですし、労働条件や契約内容が不明確なことが原因の労使間のトラブルを

未然に防止するために不可欠のことですので、必ず行っていただきますよう、お願い

いたします。 

労働契約の期間に関する事項 

期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

就業の場所、従事すべき業務に関する事項 

始業・ 終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、 

  休暇、交替勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項 

賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り・ 支払の時期に関する事項 

退職に関する事項（解雇の事由を含む）  
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３ 労働時間について（ 労働時間の適正な取扱いと適正な把握の必要性）  

 ・  レジュメの後にお付けした資料（介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント）

の４ページの内容に基づいてお話ししますので、ご参照願います。 

 ・  なお、労働時間の把握に関しては、現行の労働基準法には労働時間の適正な把握を

行うことを定めた規定はありませんが、労働基準法において労働時間、休日、深夜業

等についての規定が設けられていることから、使用者は、労働時間を適正に把握する

など労働時間を適切に管理する責務を有しているといえることにご留意願います。 

４ ３６協定の遵守について（ 労働基準法第32条、第35条、第36条）  

・  労働者に時間外労働・ 休日労働を行わせるには、事前に３６協定（ 時間外労働・休

日労働に関する労使協定） を結んで、所轄の労基署に届け出る必要があり、かつ、行

わせる時間外労働・休日労働が３６協定で定められた範囲を超えないようにする必要

があります。 

 ・  ３６協定には時間外労働・ 休日労働をさせる必要のある具体的な事由や、延長する

ことができる時間（時間外労働を行わせることができる時間） の上限などが定められ

ていますが、このような３６協定で定められた範囲を超えて時間外労働・休日労働を

行わせると労働基準法違反となりますので、十分な注意が必要です。 

 ・  特に、時間外労働を行わせることができる時間の上限には、１日における上限だけ

でなく、１か月における上限や、１年における上限など、一定期間における上限も定

められていますので、そのような３６協定で定められた一定期間における時間外労働

の時間数を確実に把握・記録して、３６協定で定められた範囲を超えないようにする

管理が求められます。 

・  また、特別条項を設けている場合には、労働基準法違反とならないために、次のこ

とが重要となります。 

特別延長時間を超えないようにすること。 

特別条項を適用する際に労使がとることとされている手続を行うこと。 

特別条項を適用できる回数を超えないようにすること。 
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５ 割増賃金（残業手当など） の支払について（ 労働基準法第37条）  

 (1) 割増賃金の支払の必要性について 

・  労働者に時間外労働・ 休日労働・ 深夜労働を行わせた場合には、その分の割増賃

金（ 残業手当、休日労働手当、深夜労働手当） を支払う必要があります。 

・  労働者に時間外労働・ 休日労働・ 深夜労働を行わせたにもかかわらず、その分の

割増賃金を支払わないことや、不足払となることは、労働基準法違反となりますの

で、十分な注意が必要です。 

 (2) 割増賃金の計算・支払に当たっての留意点について 

   割増賃金は、実際に行わせた時間外労働・ 休日労働・深夜労働の時間数に基づいて

支払うことが必要なのは言うまでもないことですが、それ以外にも、割増賃金の計算・

支払に当たっては、次の点に留意が必要です。 

割増賃金の割増率について 

   ・  時間外労働は２割５分増し以上 

   ・  法定休日（ 週１回又は４週につき４日の休日） 労働は３割５分増し以上 

   ・  深夜労働は２割５分増し以上 

割増賃金の計算の基礎となる賃金について 

    割増賃金の計算の基礎となる賃金には、次に挙げるもの以外は、算入する必要が

あります。この算入しなくてもよい手当や賃金については、名称ではなく実態によ

って判断されます。 

     ⅰ 家族手当 

     ⅱ 通勤手当 

     ⅲ 別居手当（ いわゆる単身赴任手当）  

     ⅳ 子女教育手当 

     ⅴ 住宅手当 住宅に要する費用に応じて算定される手当であることが必要ですので、

たとえ名称は「住宅手当」 となっていても、住宅に要する費用とは関係な

く一律に一定額が支給されるようなものは、ここでいう住宅手当には該当

せずに、割増賃金の計算の基礎に算入する必要があります。 

     ⅵ 臨時に支払われた賃金 

     ⅶ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

時間単価の計算方法について 

    月額の賃金から時間単価を計算する場合には、賃金の月額を、１年間における１

か月の平均所定労働時間数で割って時間単価を計算します。 
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６ 過重労働による健康障害防止について 

 (1) はじめに 

  ・  長時間にわたる過重な労働により、心身の健康を害するリスクが高まると言われ

ています（ 脳疾患、心臓疾患、うつ病など）。 

そのため、過重労働による健康障害を防止することは極めて重要なことであり、

事業者としては過重労働による健康障害の防止対策を行うことが必要となります。 

  ・  過重労働による健康障害を生じさせないためには、過重労働になるような長時間

の時間外労働・休日労働を行わせないこと、まずはこれが何よりも重要です。 

    また、年次有給休暇の取得促進、事業場における健康管理体制の確保といったこ

とも重要です。 

  ・  そして、やむを得ず長時間にわたる時間外労働・ 休日労働を行わせた労働者に対

しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要であ

り、事業者としては、法令の規定に適合するように医師による面接指導等の実施基

準を定めておき、この基準に基づき医師による面接指導等を実施する必要がありま

す。 

 (2) 医師による面接指導等について 

・  法令上、医師による面接指導が必要な者は、時間外労働・ 休日労働時間が１か月

当たり 100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であり、労働者の申出に

より行うものとされています。 

  ・  また、これに該当しない場合であっても、事業場において、医師による面接指導

又はこれに準ずる措置を行う基準を定めて、実施するように努めることとされてい

ます。 

（ 例１）単月で月100時間を超えるか、又は複数月を平均して月80時間を超えた場

合には、申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行う。 

（ 例２）単月で月80時間を超えたら、申出があった場合に医師による面接指導を行

う。 

  ・  なお、過重労働による健康障害防止対策を行う場合の時間外労働・ 休日労働の考

え方は、法令上「休憩時間を除き１週間当たり 40時間を超えて労働させた場合にお

けるその超えた時間」 とされているため、次のような計算式で計算します。 

     １か月の総労働時間数－（ 計算期間１か月間の総暦日数／７） ×40 

（ 例） 10月（ 総暦日数は31日） に全部で250時間労働した場合の計算 

     250－（ 31／７） ×40＝250－177. 1＝72. 9（ 時間）
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７ 訪問看護労働者に関する留意事項 

・  レジュメの後にお付けした資料（ 介護労働者の労働条件の確保・ 改善のポイント）

の13ページ～15ページの内容に基づいてお話ししますので、ご参照願います。 

・  主な留意事項は次のとおりです。 

訪問介護労働者に対する就業規則の周知 

休業手当の適正な支払 

移動時間等が労働時間に当たる場合は労働時間として適正に把握すること 

８ 労働災害防止について 

 ・  レジュメの後にお付けした資料（社会福祉施設における労働災害について） の内容

に基づいてお話ししますので、ご参照願います。 

 ・  また、介護事業における労働災害の中では、腰痛と転倒が特に多いことから、これ

らについては、レジュメの後に詳しい資料を付けており、その資料の内容に基づいて

お話ししますので、ご参照願います。（ 看護・介護作業における腰痛を予防しましょう、

ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト神奈川）  

９ さいごに 

(1) 現場での不安全行動を見逃さないこと 

(2) 心身の状態と調子を良く保つことが大切 

(3) ちょっとしたことの積み重ねを大切に 
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